
 

地域交通課 

 

 

議案第５号 

 

港区自転車等の放置防止及び自転車等駐車場の整備に関する条例 

の一部を改正する条例について 

 

 

１ 条例改正の概要 

自転車駐車場の利便性向上及び利用促進を図るため、港区自転車等の放置

防止及び自転車等駐車場の整備に関する条例（平成１１年港区条例第２３号）

の一部を改正します。 

 

 

２ 改正内容 

（１）所有する自転車に住所及び氏名を明記する努力規定を削除します。（第５

条第２項） 

（２）港区立こうなん星の公園自転車駐車場及び港区立六本木駅自転車駐車場

の利用方法について、定期利用に限定する規定を削除します。（第１８条第

２項） 

 

 

３ 施行期日 

令和６年４月１日 

令和６年２月２０日 資料№２ 
建 設 常 任 委 員 会 
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前
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す
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す
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こ
の
条
例
は
、
令
和
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年
四
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一
日
か
ら
施
行
す
る
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